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⑤家屋 １棟

③家屋 ６棟

⑥家屋 ２棟

①家屋 ２８棟

区間Ａ 区間Ｂ 区間Ｃ 区間Ｄ

４１棟合 計

２棟溢れた水が河川に沿って流下Ｄ

０棟河道内で溢れずに流下Ｃ

１１棟溢れた水が河川に沿って流下Ｂ

２８棟溢れた水が集落内へ流下Ａ

浸水家屋数氾濫形態区間

④家屋 ３棟

②家屋 １棟

現地踏査に基づく浸水想定区域（50ミリの場合）

※浸水家屋数については、現地測量や氾濫シミュレーションは行なっておらず、現地踏査から判断したもの。
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凡 例

浸水想定区域（宅地）

浸水想定区域（農地）

溢れる箇所

浸水する家屋
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４６棟合 計

２棟溢れた水が河川に沿って流下Ｄ

０棟河道内で溢れずに流下Ｃ

１１棟溢れた水が河川に沿って流下Ｂ

３３棟溢れた水が集落内へ流下Ａ

被害家屋数氾濫形態区間

現地踏査に基づく浸水想定区域（80ミリの場合）

区間Ａ 区間Ｂ 区間Ｃ 区間Ｄ

⑤家屋 １棟

③家屋 ６棟

⑥家屋 ２棟

①家屋 ２８棟

④家屋 ３棟

②家屋 １棟

⑦家屋 ５棟

付替道路

凡 例

浸水想定区域（宅地）

浸水想定区域（農地）

溢れる箇所

浸水する家屋

基
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農
道

基
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農
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※浸水家屋数については、現地測量や氾濫シミュレーションは行なっておらず、現地踏査から判断したもの。 ２



槇尾川上流部（Ｌ＝１．６㎞）の５０ミリ対策の代替案

①ダム案
②河川拡幅案
③河床掘削案

３

○工事期間は工事のみに要する最低の期間

・事業費は確保されるものとする。

・用地買収や工事用進入路の借地などについて、地権者との合意形成に要する期間を含んでいない。

○ダムを中止する場合、追加費用３．５億円が必要。

○付替道路は施工中の１．９ｋｍ区間を供用。整備費用は６．５億円。

○ダム以外の代替案を採用する場合、河川整備委員会での審議を経て河川整備計画の変更および
建設事業評価の手続きが必要

○工事費、用地費等については、現時点での試算であり、詳細な費用算出には調査・測量・設計が必
要

■前提条件

※実際に用地取得・補償を行なう場合は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づき、
用地（土地） ・・・近傍類地の取引価格等を参考に算定
補償（家屋等）・・・建物の推定再建設費を経過年数や維持保存状況に応じて減価した額を基準

により算定する必要がある。



河川拡幅案の検討

■前提条件

○河川改修の堤防高は５０ミリ降雨時の水位に余裕高６０ｃｍを加えた高さを確保することとしている。

４



槇尾川上流部５０ミリ対策 河川拡幅（案）平面図

大畑橋

千歳橋

そうず橋

漆原池

籠池

新池

３年工事期間

４０億円費用

河川拡幅Ｌ＝0.6㎞（河川延長）

用地買収 約７，６００㎡

家屋補償 ２５棟

橋梁架替 ６橋

落差工改築 ３基

概要

５

河川拡幅Ｌ＝525.5m

河川拡幅Ｌ＝94m

別途対策の検討が必要
農地、道路の浸水を許容する場合

凡 例

浸水想定区域（農地）

溢れる箇所

架替が必要となる橋梁

進入路

家屋補償

落差工



槇尾川上流部５０ミリ対策 河川拡幅（案）平面図

大畑橋

千歳橋

そうず橋

漆原池

籠池

新池

３年工事期間

５４億円費用

河川拡幅Ｌ＝1.1㎞（河川延長）

用地買収 約９，７００㎡

家屋補償 ２９棟

橋梁架替 ６橋

落差工改築 ５基

井堰工改築 ２基

概要

６

河川拡幅Ｌ＝525.5m

河川拡幅Ｌ＝142m

農地・道路の浸水を防ぐ場合

凡 例

溢れる箇所

架替が必要となる橋梁

進入路

家屋補償

落差工

一部道路の浸水が残る

井 堰

河川拡幅Ｌ＝439m



槇尾川上流部５０ミリ対策 河川改修（案）断面図

河川拡幅

施工イメージ工事用進入路を借地して、ダンプトラック等が通行する

50ﾐﾘ対策での必要幅で
用地買収を実施現況断面

断面図

50ﾐﾘ対策での必要幅で
用地買収を実施現況断面

断面図

※平均買収幅：５．５ｍ
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河床掘削案の検討

■前提条件

○河川改修の堤防高は５０ミリ降雨時の水位に余裕高６０ｃｍを加えた高さを確保することとしている。

８



槇尾川上流部５０ミリ対策 河床掘削（案）平面図

小野田井堰（改築）

落差工（新設）

落差工（新設）

撤去

大畑橋

地蔵橋

そうず橋

貧女橋

大川橋

宮之前橋

漆原池

籠池

新池

落差工（改築）

河床掘削Ｌ＝1.2㎞（河川延長）

河床掘削Ｌ＝0.05㎞（河川延長）

井 堰

落差工

凡 例

浸水想定区域（農地）

溢れる箇所

８年工事期間

４２億円費用

河床掘削Ｌ＝1.2km（河川延長）

落差工新築・改築 ３基

井堰改築 １基

橋脚補強 １基

概要

９

農地、道路の浸水を許容する場合

A 千歳橋

B

C

D



槇尾川上流部５０ミリ対策 河床掘削（案）平面図

小野田井堰（改築）

落差工（新設）

落差工（改築）

撤去

大畑橋

千歳橋

地蔵橋

そうず橋

貧女橋

大川橋

宮之前橋

漆原池

籠池

新池

落差工（改築）

河床掘削Ｌ＝1.2㎞（河川延長）

井 堰

落差工

凡 例

浸水想定区域（農地）

溢れる箇所

８年工事期間

５８億円費用

河床掘削Ｌ＝1.6㎞（河川延長）

落差工新築・改築 ３基

井堰改築 ３基

橋脚補強 １基

概要

１０

一部道路の浸水が残る

河床掘削Ｌ＝0.35㎞（河川延長）

河床掘削Ｌ＝0.05㎞（河川延長）

A

B

C

D

農地・道路の浸水を防ぐ場合



槇尾川上流部５０ミリ対策 河床掘削（案）断面図

河床掘削

安全第一安全第一安全第一
施工イメージ

D

鋼矢板

2.5m

B

鋼矢板

1.4m

C

鋼矢板

1.6m

A

根継工

0.15～
1.35m

父鬼川合流点下流を除き、河川内での桟橋施工となる

１１



槇尾川上流部５０ミリ対策
代替案比較一覧表

１２



流量の確保はできない

68億円
・河床掘削 58億円
・付替道路の供用に掛かる
費用 6.5億円
・ダム中止に伴う追加費用

3.5億円

52億円
・河床掘削 42億円
・付替道路の供用に掛かる
費用 6.5億円
・ダム中止に伴う追加費用

3.5億円

64億円
・河川拡幅 54億円
・付替道路の供用に掛かる
費用 6.5億円
・ダム中止に伴う追加費用

3.5億円

50億円
・河川拡幅 40億円
・付替道路の供用に掛かる
費用 6.5億円
・ダム中止に伴う追加費用

3.5億円

70億円
・ダム本体 47億円
・付替道路 23億円

残事業費
（H22年
度以降）

○槇尾川ダム
（堤高43m、堤頂長
129.5m）
・付替道路3.3km
（H21末で1.5km完成）
・用地取得17.1ha
（ H21末で16.3ha取得）

概要

○河床掘削Ｌ＝2.0㎞
・落差工改築等 ３基
・井堰改築 ３基
・橋脚補強 １基

○河床掘削Ｌ＝1.2km
・落差工改築等 ３基
・井堰改築 １基
・橋脚補強 １基

○河川拡幅Ｌ＝1.1㎞
・用地取得 9,700㎡
・家屋補償 29棟
・橋梁架替 6橋
・落差工改築 5基
・井堰工改築 2基

○河川拡幅Ｌ＝0.6㎞
・用地取得 7,600㎡
・家屋補償 2７棟
・橋梁架替 6橋
・落差工改築 ３基

○宅地、農地、道路など全
ての浸水を防ぐ
○工事期間は８年（非出水
期施工）
○治水効果発現はH30年度
※

126億円
（執行済み額）
・ダム本体 32億円
・付替道路 26億円

・河川拡幅 58億円
・ダム中止に伴う追加費用

3.5億円
・付替道路の供用に掛かる
費用 6.5億円
※施工区間は暫定供用区間
1.9㎞の事業費のみ計上

浸水を防ぐ場合

○宅地、農地、道路など全
ての浸水を防ぐ
○工事期間は３年※

○治水効果発現はH28年度
※

122億円
（執行済み額）
・ダム本体 32億円
・付替道路 26億円

・河川拡幅 54億円
・ダム中止に伴う追加費用

3.5億円
・付替道路の供用に掛かる
費用 6.5億円
※施工区間は暫定供用区間
1.9㎞の事業費のみ計上

浸水を防ぐ場合

○農地や道路の浸水は許容。
宅地の浸水は防ぐ
○工事期間は３年※

○治水効果発現はH28年度
※

108億円
（執行済み額）
・ダム本体 32億円
・付替道路 26億円

・河川拡幅 40億円
・ダム中止に伴う追加費用

3.5億円
・付替道路の供用に掛かる
費用 6.5億円
※施工区間は暫定供用区間
1.9㎞の事業費のみ計上

浸水を許容する場合

河川拡幅案

流量の確保はできない

ダム地点から神田橋までの区
間について、10年に1回程度
の渇水時にも農業用水の確保
や水生生物の必要流量の供給
が可能

渇水時の
流量

○農地や道路の浸水は許容。
宅地の浸水は防ぐ
○工事期間は８年（非出水
期施工）
○治水効果発現はH30年度
※

○宅地、農地、道路など全て
の浸水を防ぐ
○工事期間は６年
○治水効果発現はH27年度

治水効果

110億円
（執行済み額）
・ダム本体 32億円
・付替道路 26億円

・河床掘削 42億円
・ダム中止に伴う追加費用

3.5億円
・付替道路の供用に掛かる
費用 6.5億円
※施工区間は暫定供用区間
1.9㎞の事業費のみ計上

128億円
（H21末時点58億円執行）
・ダム本体 79億円
（ H21末時点32億円）
・付替道路 49億円
（ H21末時点26億円）

総事業費

浸水を許容する場合

河床掘削案
ダム案（現計画）

槇尾川上流部５０ミリ対策 代替案比較一覧表 １／２

１３
※河川拡幅案、河床掘削案ともに計画変更に要する期間を1年と仮定している。

※河川拡幅案では境界測量や用地買収に要する期間を3年、工事に要する期間を3年と仮定している。河川拡幅実施時には下流の改修が終わるまで、下流の流量が増加しない措置を行う。



維持管理費用
（槇尾川全区間）

３3,000千円／年（河川のみ）

○工事期間中の騒音・振動・粉塵等による生活環境の悪化
○家屋の損傷の可能性

○護岸改修等工事による環境への影響について、検討、調査
が必要

河川拡幅案

○ダムがない場合、中下流部への流出量が増加するため、80ミリ対策時において中下流部の改修費用が増加する（増工費約
37億円）

○土石流、流木等の流下を防
ぐ効果あり（目的ではない）その他

○ダム案に比べ流速が早くなることから、上流部の洗掘防止
対策が必要となる可能性
○矢板の維持管理（塗装塗り替え）が必要（10年に１回程
度）

維持管理費用
（槇尾川全区間）

３3,000千円／年（河川のみ）

○施設の点検・補修、水質調
査等の継続
○堆積土砂が堆砂容量
（100年分）を超えた場合、
浚渫等の対応が必要

維持管理費用
（槇尾川全区間）

53,000千円／年
・河川 33,000千円
・ダム 20,000千円

維持管理
（費用）

○河川清掃等、地域活動に係る環境の変化
○工事期間中の騒音・振動・粉塵等による生活環境の悪化
○家屋の損傷の可能性大
○地下水位の低下による、井戸枯れの可能性

○付替道路からの工事用車両
進入による周辺の騒音・振
動・粉塵等による生活環境の
緩和

生活環境

○河床土砂除去による影響
・底生生物の生息環境の変化

（保全、回復について十分な調査・検討が必要）
○景観の変化
・鋼矢板や川底・水面の低下による景観の変化

○水没・貯留による影響
・水質悪化の可能性や渓流等
に分布する生物の生息環境の
変化
○河道の連続性の喪失
・下流への土砂供給の停止や
水生生物の移動経路の遮断
○景観の変化
・ダム堤体とダム湖による景
観の大きな変化

槇尾川ダムにおいては、「
槇尾川ダム自然環境保全計画
」を策定しており、ダム事業
区域内の人工林については、
槇尾山本来の自然林への植生
転換を図る取り組みを実施

自然環
境・景観

河床掘削案ダム案（現計画）

１４

槇尾川上流部５０ミリ対策 代替案比較一覧表 ２／２



１５

ダム案、河川改修案、河床掘削案の事業費比較表

［単位：億円］

ダム本体工事費 － － － －

河床掘削、河川拡幅工事費 40 (20) 54 (27) 42 (21) 58 (29)

中止に伴い生じる費用※２ 3.5 (3.5) 3.5 (3.5) 3.5 (3.5) 3.5 (3.5)

付替道路工事費 6.5 (6.5) 6.5 (6.5) 6.5 (6.5) 6.5 (6.5)

－ －

33 (16.5) 48 (24)

3.5 (3.5) 3.5 (3.5)

6.5 (6.5) 6.5 (6.5)

21 (10.5) 34 (17)

73 (41.5) 102 (56)

河床掘削案

農地・道路の浸水許容 農地・道路の浸水を防ぐ

52 (31) 68 (39)

17(8.5) 70 (35)

67 (38.5) 134 (72)

河川拡幅案

農地・道路の浸水許容 農地・道路の浸水を防ぐ

50 (30) 64 (37)

事業費　　（  ）は府負担額

50ミリ→80ミリ対策の河川改修

　　今後の投資額５
０
ミ
リ
対
策

農地・道路の浸水許容 農地・道路の浸水を防ぐ

15 (7.5)6 (3)

23 (11.5)

－

80ミリ対策総事業費 76 (38) 85 (42.5)

59 (34.5) 126 (68)

ダム案
※１

47 (23.5)

－

70 (35)

河川拡幅案

農地・道路の浸水許容 浸水許容しない

43 (26.5) 58 (34)

16 (8.0) 68 (34)

■前提条件
　○付替道路工事については、ダム案では全延長3.3km及び左岸道路
　　　1.1kmを整備し、河床掘削案では暫定供用区間分1.9kmのみ整備す
　　　る
　○河床掘削案を採用する場合、河川整備委員会での審議を経て河川
　　　整備計画の変更および建設事業評価の手続きが必要（補助金返還
　　　は不要）
  ○ダム事業の撤退ルールは無いものとする（付替道路の残事業、中止
　　に伴い生じる費用は府負担）
　○河床掘削案の検討については概算であり、詳細な検討を実施するた
　　めには土質調査、測量などが必要
　○工事費、用地費等については、現時点での試算
　※１　ダム案では不特定利水容量分含む
　※２　中止に伴い生じる費用・・・ダム本体工事中止に伴う損害賠償
　　　　　（３．２億円）、取得済み用地費の償還（０．３億円）

○家屋への影響を極力少なくした場合の事業費
■前提条件
　　○河川拡幅の際、拡幅分をできるだけ宅地部分
　　　を避け、対岸の農地側に平面線形をスライドした。
■変更点
　今後の投資額
　　　【50ﾐﾘ対策】
　　　　・農地・道路の浸水許容の場合、50億円→43億円
　　　　  　（家屋数が25棟→17棟）
　　　　・浸水許容しない場合、64億円→58億円
　　　　　　（家屋数が29棟→21棟）
　　　【50ﾐﾘ→80ﾐﾘ対策】
　　　　・農地・道路の浸水許容の場合、17億円→16億円
　　　　　　（家屋数が9棟→5棟）
　　　　・浸水許容しない場合、70億円→68億円
　　　　　　（家屋数が19棟→15棟）

■課題
　　○単純にスライドさせているため、河川線形等、
　　　 実施可能か詳細な検討が必要。
　　○ダムがない場合、中下流部の流下能力を上げる必要が
　　　あり、80ミリ対策時には費用が増加する。（約37億円）



５０ミリ対策完成後に８０ミリ対策に移行する場合

①ダム＋河川拡幅案
②河川拡幅案
③河床掘削＋河川改修案

○河川改修の堤防高は８０ミリ降雨時の水位に余裕高６０ｃｍを加えた高さを確保することとしている。
○工事費、用地費については、現時点での試算であり、詳細な費用算出には調査・測量・設計が必要

■前提条件

参考資料１

１６



①ダム＋河川拡幅案

基
幹

農
道

基
幹

農
道

河川改修Ｌ＝500m

河川改修Ｌ＝410m

改修延長 L=0.9㎞

用地買収 ２，９００㎡

家屋補償 なし

改修延長 L=0.5㎞

用地買収 ３００㎡

家屋補償 なし

宅地・農地の浸水を防ぐ

６億円 １５億円費用

農地・道路の浸水を許容

概要

付替道路

凡 例

架替が必要となる橋梁

改修区間

50ﾐﾘ対策での必要幅で

用地買収を実施
現況断面

断面図

80ﾐﾘ対策での必要幅で

用地買収を実施

現況断面

断面図

※平均買収幅：2ｍ程度
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②河川拡幅案

河川拡幅
Ｌ＝１，６００ｍ

付替道路

基
幹

農
道

基
幹

農
道

河川改修 Ｌ＝１．６㎞

用地買収 約２９，０００㎡

家屋補償 １９棟

橋梁架替 ９橋

河川拡幅 Ｌ＝0.9㎞

用地買収 約９，０００㎡

家屋補償 ９棟

橋梁架替 ７橋

宅地・農地の浸水を防ぐ

６８億円１６億円費用

農地・道路の浸水を許容

概要

凡 例

架替が必要となる橋梁

進入路

家屋補償

50ﾐﾘ対策での必要幅で

用地買収を実施
現況断面

断面図

80ﾐﾘ対策での必要幅で
用地買収を実施

50ミリ改修後
断面

断面図

※平均買収幅：６ｍ程度

河川拡幅 L=850ｍ
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河川拡幅 Ｌ＝８５０ｍ

付替道路

基
幹

農
道

基
幹

農
道

河川拡幅 Ｌ＝1.6km
用地買収 約７，２００㎡

家屋補償 ２２棟

橋梁架替 ９橋

３４億円２1億円費用

河川拡幅 Ｌ＝0.9km
用地買収 約４，０００㎡

家屋補償 １５棟

橋梁架替 ７橋

概要

凡 例

架替が必要となる橋梁

進入路

家屋補償

断面図

鋼矢板

2.5m

80ミリ対策での必要幅で
用地買収を実施

※平均買収幅：６ｍ程度

河川拡幅
Ｌ＝１，６００ｍ

③河床掘削＋河川拡幅案

１９



河床掘削案の施工について

参考資料２

２０



槇尾川上流部５０ミリ対策 河床掘削（案）施工平面図

大畑橋千歳橋

地蔵橋

そうず橋

貧女橋

大川橋

宮之前橋

漆原池

籠池

新池

河床掘削Ｌ＝1.2㎞（河川延長）

河床掘削Ｌ＝0.05㎞（河川延長）

ダムサイト

２１
1工区 ２工区 3工区 ４工区

※工区割りの考え方
○仮橋設置、砂置換え等大型重機の通行可能な箇所を選定（３箇所）

（大畑橋は通路が狭く、河床との高低差が高いため進入不可）
○工事用進入路の借地については、大型機械の通行に際して、既設護岸の状況、
補償等が必要なことから、河川内からの施工とする



槇尾川上流部５０ミリ対策 河床掘削（案）施工スケジュール
（河床掘削の施工期間について（非出水期施工））
○槇尾川上流部（L=781m）を４工区に分割
○仮橋設置が１スパンあたり６ｍ。

７８１／６m＝１３１スパン／４工区 ＝ ３３スパン（１工区あたり）
○工事期間（施工実績より算定）※非出水期（１１月～５月）のうち施工期間を１年あたり２１２日とする。不稼動係数１．６９とする（府基準））

仮橋設置（６ｍ） １０ 日
ケーシング工、矢板工 １７ 日
仮橋撤去（６ｍ） ５ 日 計３２日／１スパン

○１年目は６スパン、２年目以降は仮橋の再設置が伴うため、４スパンずつの施工となる

6/1

１スパンの施工（６ｍ）

進入路設置

仮橋設置

オーガー掘削

矢板打設

進入路撤去

施工数類累計 ６スパン×１年 ４スパン×６年 ３スパン×１年

計　３３スパン

１　　年　　目 ２　　～　　７　　年　　目 ８　　年　　目
工種

6/1 11/1

出
　
　
水
　
　
期

出
　
　
水
　
　
期

出
　
　
水
　
　
期

11/1 6/1 11/1 6/1

　　6s×27日/s=162 4s×27日/s=108日 3s×27日/s=81日

6s×5日/s=30日 10s×5日/s=50日

6s×10日/s=60日

9s×5日/s=45日

6s×10日/s=60日

２１２日 ２１２日

２２



施工手順

①

②

③

２３



④

⑤

２４


